
 

 

香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程 

 

                        平成１９年３月１４日 教授会決定 

（趣旨）      

第１条 この規程は、香川大学大学院学則第 70条の２の規定に基づき、香川大学大学院 

香川大学・愛媛大学連合法務研究科（以下「本研究科」という。）法務研修生の許可に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（資格） 

第２条 法務研修生として許可できる者は、司法試験受験等のために、本研究科を修了後

５年以内かつ司法試験受験資格があり、香川大学（以下「本学」という。）において、

本研究科の学修支援の下で自学自習を希望する者とする。ただし、第８条の報告をしな

かった者は、当該許可期間の延長をしない。 

２ 前項にかかわらず、教授会において特段の事情があると判断した場合には、法務研修

生として許可することができるものとする。 

（申請） 

第３条 法務研修生を希望する者は、別記様式１により、本研究科長に申請しなければな 

らない。 

（許可） 

第４条 本研究科長は、前条の申請を適当と認めたときは、法務研修生として許可する。 

（許可期間） 

第５条 法務研修生として許可する期間は、６月以内とする。 

２ 前項にかかわらず、特別の事情により、許可期間の延長を必要とするときは、許可期 

限の１月前までに別記様式２（延長許可申請書）を本研究科長に提出し、その許可を得 

なければならない。 

３ 法務研修生としての許可期間は、通算して１年を超えることができない。ただし、教 

授会の議を経た場合は、この限りでない。 

（法務研修料等） 

第６条 法務研修生は、受け入れ期間の当初の月に法務研修料を納付しなければならない。 

前条の許可期間の延長の場合にあっても、同様とする。 

２ 法務研修生の法務研修料の額は、月額３，０００円とする。  

３ 既納の法務研修料は返還しないものとする。 

４ 法務研修生の故意又は重大な過失により、本学の施設諸設備等を滅失又は損傷したと 

きは、これを原状に回復又はその損害を賠償しなければならない。 

 （災害・賠償の保険加入） 

第７条 法務研修生は、本施設等で活動中の事故や他人に対する賠償責任を負った場合の 

リスクに対応する保険に加入するものとする。 

（報告） 

第８条 法務研修生は、司法試験の出願及び受験の有無並びに短答式試験の成績及び最終

合否結果等について、本研究科に報告するものとする。 



 

 

 

（規則等の遵守等） 

第９条 法務研修生は、本学の規則等を遵守しなければならない。 

２ 本研究科長は、法務研修生が前項の規定に違反又は法務研修生としてふさわしくない 

行為があったときは、本研究科での活動を停止させ又は許可を取り消すことができる。 

（雑則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、法務研修生に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

 附 則（平成１９年３月１４日） 

１ この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

２ 愛媛大学において自学自習を希望する者は、別記様式１又は別記様式２により、本研 

究科長を経て、愛媛大学長に申請書を提出するものとする。この場合において、許可さ

れた当該法務研修生は、愛媛大学が定める法務研修料の額を当該大学に納付するものと

する。 

 附 則（平成２０年３月１９日） 

 この規程は、平成２０年３月１９日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月１４ 日） 

 この規程は、平成２１年１０月１４日から施行する。 

 



別記様式１

平成　　　年　　　月　　　日

　　香川大学大学院香川大学・愛媛大学

　　　　　　　　　　連合法務研究科長　殿

学籍番号

　修了
　修了予定

氏 名 印

〒

現 住 所

連 絡 先

電話番号

e-mail

　法務研修生として，香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程等

を遵守し，下記により貴学施設等を利用したいので，許可くださるようお願いします。

　　　法務研修生利用として指定された施設等

平成　　　年年 月 日 から 

平成　　　年年 月 日 まで （ か月）

法務研修生申請書

使 用 施 設

備 考

使用希望期間

記

平成 年 月



別記様式２ 

 

 

法務研修生延長許可申請書  

 

年   月   日  

 香川大学大学院香川大学・愛媛大学  

連合法務研究科長  殿  

 

 

            法務研修生番号  

                   氏   名            印  

      現住所  

  

     連絡先  

    (電話番号 )  

    （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）  

 

法務研修生許可期間を下記のとおり延長くださるようお願いします。  

記  

                   

使用許可期間     年   月   日から    年   月   日まで                       

                  

延長希望期間     年   月   日まで (   か月 )   

             

使  用  施  設     法務研修生利用として指定された施設等  

 

 備       考  
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